
居宅療養管理指導料（在宅患者訪問薬剤管理指導料）とは、医師の訪問指示に
より、通院が困難な患者宅を訪問して行う薬学的管理指導料です。



重複投薬‧相互作⽤等防⽌加算とは、重複投薬や相互作⽤の観点から処⽅医の了解を得て処⽅変更が⾏
われる場合や、残薬調整を⾏った場合に算定できる加算です。



在宅患者重複投薬‧相互作⽤等防⽌管理料とは、在宅患者への処⽅に対して重複投薬や相互作⽤の観点から処
⽅医の了解を得て処⽅変更が⾏われる場合や、残薬調整を⾏った場合に算定できる加算です。



服⽤期間中フォローとは、薬の調剤‧処⽅時だけでなく、必要な場合は服⽤期間中にも、薬剤師が患者様
の服薬に関する状況把握や服薬指導を⾏うことです。



服薬情報等提供料とは、薬剤師が医師や医療機関、患者さんなどに情報提供を⾏った際に算定できる薬学
管理料のことです。 


